
地域活動バス“せきれい”使用案内（令和７年 2 月～） 

 
盛岡市では、あたたかくふれあいのある地域づくりのため、地域活動バス  

“せきれい”を貸し出しています。  

市が共催する町内会等の研修活動に御使用いただけます。 

 

          研修活動とは 

市が共催する町内会等が自主的かつ非営利で行う研修を目的とした活動であって、

次に掲げるものに使用するものとします。 

① 市政見学、事業所見学などの活動 

② 文化、芸術、教養などの学習活動 

③ 体育、スポーツなどの健康活動 

④ ボランティア活動など 

          使用できる団体 

盛岡市内に活動拠点を有する次の団体。 

  ① 町内会・自治会 

  ② コミュニティ推進地区組織 

  ③ 地区福祉推進会 

  ④ 子ども会・学童関係団体 

  ⑤ ＰＴＡ関係団体 

  ⑥ 市長が委嘱する非常勤職員により組織する団体 

  ⑦ その他営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない団体のうち、市内に活

動拠点を有する市民活動団体 

          使用できる日時 

 【曜日】平日（毎月第２水曜日を除く）、毎月第２土曜日 

【時間】午前９時から午後５時まで 

          使用料 

 無料。ただし、入館料、高速道路使用料、駐車場代などは使用者の負担となります。 

 ※高速道路使用の料金区分は「特大車」です。 

          使用の条件 

① 研修・活動場所の目的地を、１ヵ所以上設定してください。 

（市が共催と認める研修活動である必要があります） 

 ② 乗車人数は、17人以上 42人以内です。 

（使用者の半数以上が盛岡市民である必要があります） 

③ 使用者の半数以上が未成年の場合は、大人が３人以上同行してください。 

④ 使用は、１年度１団体につき 1回とします。 

          運行範囲 

 岩手県内であれば全域運行可能 

          申請方法 

毎月１日（土日・祝日の場合はその直後の平日）に翌月使用分の受付と抽選を行いま

す。 

 ⇒午前８時30分から９時までに市民協働推進課窓口にお越しください。 

   なお、抽選以後に空きがあるときは、使用希望日２週間前まで随時受付けます。 

※ 以下の場合、御使用をお断りすることがありますので、あらかじめ御了承ください。 

１．市の共催事業として不適切な研修内容と判断された場合 

２．共催対象団体として認められない場合 

３．災害や故障、その他地域活動バスを運行できない事故が発生した場合 

４．過去の使用時に適正使用又は安全運行上問題のあった団体の場合 

【            】 



 

〒020-8530 盛岡市内丸12－2 

  盛岡市役所 市民協働推進課 協働推進係 

TEL  626-7535（直通） 

 FAX  622-6211（代表） 

 Email  kyodo@city.morioka.iwate.jp 

 

詳しくは下記までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 
使用にあたっては、次の事項を遵守してください。 

 

① 共催申請書を使用日の２週間前までに提出してください。 

（市のＨＰにも様式を掲載しています。） 

② 普通車よりも移動に時間を要するため、行程を作成する際は時間に相 

  当の余裕を持った計画としてください。また、申請書の内容変更や、 

  バスの使用をキャンセルする場合は、必ず事前に連絡してください。 

③ 目的地（発着場所）を決める際は、大型バスの駐車場所を事前に確保 

してください。また、大型バスの通行を前提とした運行ルートを設定 

してください。 

④ 集合時間や発着時間など、予定時間を厳守してください。 

⑤ 運行中は、必ずシートベルトを着用してください。  

⑥ 飲酒状態での研修参加は御遠慮ください。 

⑦ 車内での飲食・喫煙は禁止です。（水分補給は可）。 

⑧ 車内へのアルコール類の持込は禁止です。 

⑨ 慰労や買い物などといった、研修活動に該当しない内容には使用でき 

  ません。 

⑩ 研修地での節度ある行動を心がけてください。 

⑪ ごみはお持ち帰りください。 

⑫ 代表者の方は当日乗車する方の氏名・連絡先について、把握するよう 

お願いします。 

【問い合わせ先】 

使用にあたっての注意事項 


